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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

 

令和４年１月２７日 

件 名 令和４年度学童保育室の入室申請受付状況について 

所管部課名 地域のちから推進部 住区推進課 

内 容 

令和４年度学童保育室の入室申請受付状況（令和３年１２月１日締切

日現在）を以下のとおり報告する。 

 

１ 令和４年度学童保育室の入室申請受付件数 

一斉申請受付期間 令和３年１１月８日（月）～１２月１日（水） 

 
※ 受入可能数には、民設学童保育室１室（Ohana関原教室）に対して 

適用を予定する定数弾力化の数を含む。 

【参考】 

 

 ※ 申請者数は、一斉申請受付期間のもの 
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２ 地域別申請受付件数（第一希望別） 

 
 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

１ 入室承認（不承認）通知は、令和４年２月１８日（金）に発送す

る。 

２ 全体として申請数が受入可能数を上回っている。今後、入室申請状

況や人口推計、中途退室者などを踏まえ、定員や施設配置を含め「足

立区学童保育室整備計画」の見直しを進める。 

３ 学童保育室整備のほか、児童館特例利用（ランドセルで児童館）の

情報を積極的に提供し、利用の推進を図ることで小学生の安全な居場

所づくりを進めていく。 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

 

令和４年１月２７日 

件   名 「足立区学童保育マニュアル」の改訂について 

所管部課名 地域のちから推進部 住区推進課 

内   容 

「足立区学童保育マニュアル」の改訂について、以下のとおり報告する。 

１ 目的 

区は学童保育室（放課後児童クラブ）の実施主体として、基準条例と「放

課後児童クラブ運営指針」に基づいて学童保育を実施していくことが求め

られている。このことを踏まえて、足立区学童保育マニュアル（平成２６

年改正）を改訂する。 

２ 経緯 

時期 国の動き 区の動き 

H19.10 「放課後児童クラブガイド

ライン」策定 
― 

H24.3 
― 

「足立区学童保育マニュアル」

策定 

H26.4 「放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関す

る基準」公布 

― 

H26.5 
― 

「足立区学童保育マニュアル」

改正 

H26.10 

― 

「足立区放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準

を定める条例」制定 

H27.3 「放課後児童クラブ運営

指針」策定 
― 

３ 改訂のポイント 

・ 放課後児童クラブ運営指針を基本とした内容に大幅に修正 

・ ＬＧＢＴに関する項目・内容の追加（足立区ＬＧＢＴガイドライン引

用） 

・ 事業の改善に向けた自己評価と実地調査の内容を追加 

・ 別添資料「足立区学童保育マニュアル-本編-」と子どもの命に関わる

別添資料「足立区学童保育マニュアル-危機管理編-」の２編構成 

４ スケジュール（予定） 

令和４年２月１５日  学童保育室職員向け「マニュアル学習会」開催 

令和４年４月～     学童保育マニュアル改訂版の運用開始 

問 題 点 

今後の方針 

運用開始後は、学童保育マニュアルに則った保育がなされているか、実地調

査等で評価・確認を行う。 
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